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下水道区域の供用開始区域

中勢沿岸流域下水道（志登茂川処理区）流域関連津市下水道事業計画変更に伴う協議書（案）の縦覧

中勢沿岸流域下水道（松阪処理区）関連津市特定環境保全公共下水道事業計画変更に伴う協議書（案）の縦覧

津市監査委員告示

高野井土地改良区総代会総代選挙における選挙長及びその職務を代理すべき者の選任

高野井土地改良区総代会総代選挙における選挙立会人の選任

選挙権を有する者の総数の５０分の１の数及び６分の１の数並びに３分の１の数

農業委員会等に関する法律の一部改正に伴う関係告示の整備に関する告示

高野井土地改良区総代会総代選挙における当選人

津市消防本部訓令

津市消防署の組織に関する訓令の一部を改正する訓令

高野井土地改良区総代会総代選挙における選挙期日及び投票の時間並びに選挙すべき総代の数

住民監査請求監査の結果の公表

住民監査請求監査の結果の公表

津市選挙管理委員会告示

高野井土地改良区総代会総代選挙における当選証書の付与



津市告示第２５号 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１９条第２項の規定により、平

成２８年２月１６日に市議会の議決を経た予算の要領を次のとおり公表する。 

  平成２８年３月１日 

津市長 前 葉 泰 幸 

平成２８年２月１６日に議決を経た予算 

  平成２７年度津市一般会計補正予算（第８号） 

  平成２７年度津市モーターボート競走事業特別会計補正予算（第３号） 

  平成２７年度津市国民健康保健事業特別会計補正予算（第３号） 

  平成２７年度津市介護保険事業特別会計補正予算（第３号） 

  平成２７年度津市後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第２号） 

  平成２７年度津市市営浄化槽事業特別会計補正予算（第２号） 

  平成２７年度津市農業集落排水事業特別会計補正予算（第２号） 

  平成２７年度津市土地区画整理事業特別会計補正予算（第２号） 

  平成２７年度津市住宅新築資金等貸付事業特別会計補正予算（第２号） 

   













































津市告示第２６号

 下記の者に共有者への納付の告知を行うが、住所居所不明のため、送

達することができないので、地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第

２０条の２の規定により公示送達する。

 なお、この公示送達に係る関係書類は、津市政策財務部資産税課で保

管し、送達を受けるべき者から交付の申出があればいつでも交付する。

  平成２８年３月２日

                  津市長  前 葉 泰  幸   

記  

送達を受けるべき者     ○○  ○○



津市告示第２７号 

津市自転車等の放置の防止に関する条例第１２条第２項及び第１３条第２項

の規定に基づき撤去し、保管している自転車等について、同条例第１６条第２

項の規定により次のとおり告示する。 

 平成２８年３月３日 

            津市長 前 葉 泰 幸   

１ 放置されていた場所、台数及び撤去した年月日 

放置されていた場所 台数 撤去した年月日 

安濃町田端上野地内 １ 平成２８年 ２月 １日

一身田町地内 １ 平成２８年 ２月 １日

神戸地内 １ 平成２８年 ２月 ２日

中河原地内 １ 平成２８年 ２月 ５日

大里川北町地内 １ 平成２８年 ２月１０日

一身田町地内 １ 平成２８年 ２月１０日

大門地内 １ 平成２８年 ２月１０日

相生町地内 １ 平成２８年 ２月１５日

津駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成２８年 ２月１７日

津新町駅周辺自転車等放置禁止区域 ２ 平成２８年 ２月１７日

江戸橋駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成２８年 ２月１８日

津駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成２８年 ２月１９日

白山町南出地内 １ 平成２８年 ２月１９日

津駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成２８年 ２月２２日

江戸橋駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成２８年 ２月２２日

津駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成２８年 ２月２３日

江戸橋駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成２８年 ２月２３日

津駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成２８年 ２月２４日

津新町駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成２８年 ２月２４日

江戸橋駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成２８年 ２月２４日

江戸橋駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成２８年 ２月２５日

津駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成２８年 ２月２６日

津駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成２８年 ２月２９日



２ 保管期間  

    告示の日から９０日間 

３ 連絡先 

垂水自転車等保管庫  

０５９－２２２－６３０７ 



津市告示第２８号 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第２項において準用する

同法第１９条第１項の規定により都市計画を変更したので、同法第２１条第２

項において準用する同法第２０条第１項の規定により次のとおり告示し、同条

第２項の規定により当該都市計画の図書を縦覧に供する。 

  平成２８年３月７日 

津市長 前 葉 泰 幸   

１ 都市計画の種類及び名称 

津都市計画用途地域 

２ 都市計画を定める土地の地区 

  都市計画の図書において表示する。 

３ 縦覧場所 

  津市都市計画部都市政策課 



津市告示第２９号 

 下記の者の差押調書（謄本）、配当計算書（謄本）及び充当通知書は、あてど

ころ不明のため、送達することができないので、地方税法第２０条の２の規定

により公示送達する。 

 なお、この公示送達に係る関係書類は、津市政策財務部収税課で保管し、送

達を受けるべき者から交付の申出があればいつでも交付する。 

  平成２８年３月８日 

津市長 前 葉 泰 幸 

記 

送達を受けるべき者の住所 送達を受けるべき者 送達を受けるべき文書 

○○○○○○○○○○○○

○○○ 

○ ○○○ 差押調書（謄本）、配当計

算書（謄本）及び充当通

知書 

注意：地方税法第２０条の２第３項の規定により、公示送達をした日から起算

して７日を経過したときに、書類の送達があったものと見なす。 



津市告示第３０号 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、次の

ように道路の区域を変更した。 

 その関係図面は、津市建設部建設政策課において、告示の日から２週間一般

の縦覧に供する。 

  平成２８年３月９日 

                      津市長 前 葉 泰 幸   

１ 路線名 ３３２４ 北河路橋安東小学校線 

  道路の区域 

区域 新旧の別 幅員（ｍ） 延長（ｍ） 

津市南河路字西屋 451 番地先から 

津市北河路町字垣内 508 番 2 地先ま

で 

旧 2.8～11.0 61.3 

津市南河路字西屋 451 番地先から 

津市北河路町字垣内 508 番 2 地先ま

で 

新 4.9～9.8 61.3 

２ ３３２４ 北河路橋安東小学校線 

  道路の区域 

区域 新旧の別 幅員（ｍ） 延長（ｍ） 

津市北河路町字山角 117 番 2 地先か

ら 

津市納所町字東沢田 494 番 4 地先ま

で 

旧 22.0～29.0 725.3 

津市北河路町字山角 117 番 2 地先か

ら 

津市納所町字東沢田 494 番 4 地先ま

で 

新 22.2～29.7 725.3 



３ 路線名 ３３６７ 納所一色町第１号線 

  道路の区域 

区域 新旧の別 幅員（ｍ） 延長（ｍ） 

津市納所町字蔵田 700 番 2 地先から 

津市一色町字平田 252 番 2 地先まで 
旧 4.1～8.0 616.1 

津市納所町字蔵田 700 番 2 地先から 

津市一色町字平田 252 番 2 地先まで 
新 13.5～16.2 616.1 

４ 路線名 ３６２０ 納所北河路町第２号線 

  道路の区域 

区域 新旧の別 幅員（ｍ） 延長（ｍ） 

津市北河路町字荒堀 13 番 2 地先から

津市北河路町字垣内 587 番 2 地先ま

で 

旧 5.1～11.2 441.5 

津市北河路町字荒堀 13 番 2 地先から

津市北河路町字垣内 587 番 2 地先ま

で 

新 5.7～18.7 441.5 

５ 路線名 ７０７９ 山本三谷線 

  道路の区域 

区域 新旧の別 幅員（ｍ） 延長（ｍ） 

津市美杉町下之川字鰐垣内 6236 番 1

地先から 

津市美杉町下之川字冨田 6202 番１地

先まで 

旧 7.0～8.0 453.1 

津市美杉町下之川字鰐垣内 6236 番 1

地先から 

津市美杉町下之川字冨田 6202 番１地

先まで 

新 8.2～16.0 453.1 



６ 路線名 ７０８０ 三谷上村線 

  道路の区域 

区域 新旧の別 幅員（ｍ） 延長（ｍ） 

津市美杉町下之川字冨田 6202 番 1 地

先から 

津市美杉町下之川字村 5300 番 1 地先

まで 

旧 7.0～8.0 345.5 

津市美杉町下之川字冨田 6202 番 1 地

先から 

津市美杉町下之川字村 5300 番 1 地先

まで 

新 10.4～15.7 345.5 



津市告示第３１号 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、次の

ように道路の供用を開始した。 

 その関係図面は、津市建設部建設政策課において、告示の日から２週間一般

の縦覧に供する。 

  平成２８年３月９日 

                      津市長 前 葉 泰 幸   

整理番号 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 
供用開始 

年月日 

３３２４
北河路橋安東小学校

線 

津市南河路字西屋 451 番

地先から 平成２８年 

津市北河路字垣内 508 番

2 地先まで 

３月２８日 

３３２４
北河路橋安東小学校

線 

津市北河路字山角 117 番

2 地先から 平成２８年 

津市納所町字東沢田 

494 番 4 地先まで 

３月２８日 

３３６７ 納所一色町第１号線

津市納所町字蔵田 

700 番 2 地先から 平成２８年 

津市一色町字平田 

252 番 2 地先まで 

３月２８日 

３６２０
納所北河路町第２号

線 

津市北河路町字荒堀 

13 番 2 地先から 平成２８年 

津市北河路町字垣内 

587 番 2 地先まで 

３月２８日 

７０７９ 山本三谷線 

津市美杉町下之川字鰐垣

内 6236 番 1 地先から 平成２８年 

津市美杉町下之川字冨田

6202 番 2 地先まで 

４月１日 



７０８０ 三谷上村線 

津市美杉町下之川字冨田

6202 番 1 地先から 平成２８年 

津市美杉町下之川字村

5300 番 1 地先まで 

４月１日 



津市告示第３２号 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、次の

ように道路の供用を開始した。 

 その関係図面は、津市建設部建設政策課において、告示の日から２週間一般

の縦覧に供する。 

  平成２８年３月９日 

                      津市長 前 葉 泰 幸   

整理番号 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 
供用開始 

年月日 

１００２ 河芸町島崎町線 

津市白塚町字浜新田 1705 番地先

から 平成２８年 

津市河芸町影重字浜新田 3111 番

1 地先まで 

３月９日 



津市告示第３３号 

 下記の者の配当計算書（謄本）、充当通知書は、住所居所不明のため、送達

することができないので、地方税法第２０条の２の規定により公示送達する。 

 なお、この公示送達に係る関係書類は、津市政策財務部収税課で保管し、送

達を受けるべき者から交付の申出があればいつでも交付する。 

  平成２８年３月１０日 

津市長 前 葉 泰 幸 

記 

送達を受けるべき者の住所 送達を受けるべき者 送達を受けるべき文書 

○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○ 

○○ ○○ 配当計算書（謄本）、 

充当通知書 

注意：地方税法第２０条の２第３項の規定により、公示送達をした日から起算

して７日を経過したときに、書類の送達があったものと見なす。 



津市告示第３４号 

下記の者の平成２７年度国民健康保険料納入通知書は、住所居所不明等のた

め送達することができないので、国民健康保険法（昭和１３年法律第６０号）

第７８条により準用する地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２０条の２

の規定により公示送達する。 

なお、この公示送達に係る関係書類は、津市健康福祉部保険医療助成課で保

管し、送達を受けるべき者から交付の申出があればいつでも交付する。 

  平成２８年３月１１日 

津市長 前 葉 泰 幸   

記 

送達を受けるべき者の住所 送達を受けるべき者 

○○○○○○○○○○ ○○ ○○○○

○○○○○○○○○○○○○○ ○○○ ○○○○ 

○○○○○○○○○○○○○ ○○ ○○○ 

○○○○○○○○○○○○○ ○○ ○○○ 

○○○○○○○○○○○○○ ○○ ○○ 

○○○○○○○○○○○○○○ ○○ ○○ 

○○○○○○○○○○○○ ○○ ○○ 



津市告示第３５号 

平成２８年産の水稲に適用する共済掛金率等を津市農業共済条例第３７条第

２項の規定により次のとおり告示する。 

平成２８年３月１１日 

津市長  前 葉 泰 幸   

農作物（水稲）共済掛金率等一覧表 

農作
物共
済の
共済
目的
の種
類等

農 作 物 共 済
の種別 

法第１０７条第４項の規定による危険
段階別 

単位当
たり共
済金額

共済 
掛金率

共 済加 入者
負 担共 済掛
金率 

水稲 法 第
106 条
第１項
第１号
に規定
する金
額を共
済金額
とする
農作物
共済 

100 分
の 30

1

農作物危険段階基準共済掛金設定
要領（以下「要領」という。）によ
り算出した平成９年産から平成 26
年産までの水稲の被害率の平均が
10.0％以上の農作物共済加入者 

主食用
191円

飼料用
40 円

米粉用
84 円

0.782 0.391000

2

要領により算出した平成９年産か
ら平成 26 年産までの水稲の被害率
の平均が 1.6％以上 10.0％未満の農
作物共済加入者 

0.309 0.154500

3

要領により算出した平成９年産か
ら平成 26 年産までの水稲の被害率
の平均が 0.5％以上 1.6％未満の農
作物共済加入者 

0.266 0.133000

4

要領により算出した平成９年産か
ら平成 26 年産までの水稲の被害率
の平均が 0.001％以上 0.5％未満の
農作物共済加入者 

0.250 0.125000

5

要領により算出した平成９年産か
ら平成 26 年産までの水稲の被害率
の平均が 0.001％未満の農作物共済
加入者 

0.244 0.122000

平成 27 年産の水稲以後新たに共済
関係の存することとなる者 

0.261 0.130500

100 分
の 40

1

要領により算出した平成９年産か
ら平成 26 年産までの水稲の被害率
の平均が 10.0％以上の農作物共済
加入者 

0.443 0.221500

2

要領により算出した平成９年産か
ら平成 26 年産までの水稲の被害率
の平均が 1.6％以上 10.0％未満の農
作物共済加入者 

0.175 0.087500



3 要領により算出した平成９年産か
ら平成 26 年産までの水稲の被害率
の平均が 0.5％以上 1.6％未満の農
作物共済加入者 

0.151 0.075500

4

要領により算出した平成９年産か
ら平成 26 年産までの水稲の被害率
の平均が 0.001％以上 0.5％未満の
農作物共済加入者 

0.142 0.071000

5

要領により算出した平成９年産か
ら平成 26 年産までの水稲の被害率
の平均が 0.001％未満の農作物共済
加入者 

0.138 0.069000

平成 27 年産の水稲以後新たに共済
関係の存することとなる者 

0.148 0.074000

100 分
の 50

1

要領により算出した平成９年産か
ら平成 26 年産までの水稲の被害率
の平均が 10.0％以上の農作物共済
加入者 

0.276 0.138000

2

要領により算出した平成９年産か
ら平成 26 年産までの水稲の被害率
の平均が 1.6％以上 10.0％未満の農
作物共済加入者 

0.109 0.054500

3

要領により算出した平成９年産か
ら平成 26 年産までの水稲の被害率
の平均が 0.5％以上 1.6％未満の農
作物共済加入者 

0.094 0.047000

4

要領により算出した平成９年産か
ら平成 26 年産までの水稲の被害率
の平均が 0.001％以上 0.5％未満の
農作物共済加入者 

0.088 0.044000

5

要領により算出した平成９年産か
ら平成 26 年産までの水稲の被害率
の平均が 0.001％未満の農作物共済
加入者 

0.086 0.043000

平成 27 年産の水稲以後新たに共済
関係の存することとなる者 

0.092 0.046000

法 第
106 条
第１項
第２号
に規定
する金
額を共
済金額
とする
農作物
共済 

100 分
の 20

1

要領により算出した平成９年産か
ら平成 26 年産までの水稲の被害率
の平均が 10.0％以上の農作物共済
加入者 

1.091 0.545500

2

要領により算出した平成９年産か
ら平成 26 年産までの水稲の被害率
の平均が 1.6％以上 10.0％未満の農
作物共済加入者 

0.431 0.215500

3

要領により算出した平成９年産か
ら平成 26 年産までの水稲の被害率
の平均が 0.5％以上 1.6％未満の農
作物共済加入者 

0.371 0.185500



4 要領により算出した平成９年産か
ら平成 26 年産までの水稲の被害率
の平均が 0.001％以上 0.5％未満の
農作物共済加入者 

0.349 0.174500

5

要領により算出した平成９年産か
ら平成 26 年産までの水稲の被害率
の平均が 0.001％未満の農作物共済
加入者 

0.340 0.170000

平成 27 年産の水稲以後新たに共済
関係の存することとなる者 

0.364 0.182000

100 分
の 30

1

要領により算出した平成９年産か
ら平成 26 年産までの水稲の被害率
の平均が 10.0％以上の農作物共済
加入者 

0.342 0.171000

2

要領により算出した平成９年産か
ら平成 26 年産までの水稲の被害率
の平均が 1.6％以上 10.0％未満の農
作物共済加入者 

0.135 0.067500

3

要領により算出した平成９年産か
ら平成 26 年産までの水稲の被害率
の平均が 0.5％以上 1.6％未満の農
作物共済加入者 

0.116 0.058000

4

要領により算出した平成９年産か
ら平成 26 年産までの水稲の被害率
の平均が 0.001％以上 0.5％未満の
農作物共済加入者 

0.109 0.054500

5

要領により算出した平成９年産か
ら平成 26 年産までの水稲の被害率
の平均が 0.001％未満の農作物共済
加入者 

0.107 0.053500

平成 27 年産の水稲以後新たに共済
関係の存することとなる者 

0.114 0.057000

100 分
の 40

1

要領により算出した平成９年産か
ら平成 26 年産までの水稲の被害率
の平均が 10.0％以上の農作物共済
加入者 

0.147 0.073500

2

要領により算出した平成９年産か
ら平成 26 年産までの水稲の被害率
の平均が 1.6％以上 10.0％未満の農
作物共済加入者 

0.058 0.029000

3

要領により算出した平成９年産か
ら平成 26 年産までの水稲の被害率
の平均が 0.5％以上 1.6％未満の農
作物共済加入者 

0.050 0.025000

4

要領により算出した平成９年産か
ら平成 26 年産までの水稲の被害率
の平均が 0.001％以上 0.5％未満の
農作物共済加入者 

0.047 0.023500



5 要領により算出した平成９年産か
ら平成 26 年産までの水稲の被害率
の平均が 0.001％未満の農作物共済
加入者 

0.046 0.023000

平成 27 年産の水稲以後新たに共済
関係の存することとなる者 

0.049 0.024500

法 第
106 条
第１項
第３号
に規定
する金
額を共
済金額
とする
農作物
共済 

100 分
の 10

1

要領により算出した平成９年産か
ら平成 26 年産までの水稲の被害率
の平均が 10.0％以上の農作物共済
加入者 

2.610 1.305000

2

要領により算出した平成９年産か
ら平成 26 年産までの水稲の被害率
の平均が 1.6％以上 10.0％未満の農
作物共済加入者 

1.031 0.515500

3

要領により算出した平成９年産か
ら平成 26 年産までの水稲の被害率
の平均が 0.5％以上 1.6％未満の農
作物共済加入者 

0.888 0.444000

4

要領により算出した平成９年産か
ら平成 26 年産までの水稲の被害率
の平均が 0.001％以上 0.5％未満の
農作物共済加入者 

0.834 0.417000

5

要領により算出した平成９年産か
ら平成 26 年産までの水稲の被害率
の平均が 0.001％未満の農作物共済
加入者 

0.814 0.407000

平成 27 年産の水稲以後新たに共済
関係の存することとなる者 

0.871 0.435500

100 分
の 20

1

要領により算出した平成９年産か
ら平成 26 年産までの水稲の被害率
の平均が 10.0％以上の農作物共済
加入者 

0.689 0.344500

2

要領により算出した平成９年産か
ら平成 26 年産までの水稲の被害率
の平均が 1.6％以上 10.0％未満の農
作物共済加入者 

0.272 0.136000

3

要領により算出した平成９年産か
ら平成 26 年産までの水稲の被害率
の平均が 0.5％以上 1.6％未満の農
作物共済加入者 

0.234 0.117000

4

要領により算出した平成９年産か
ら平成 26 年産までの水稲の被害率
の平均が 0.001％以上 0.5％未満の
農作物共済加入者 

0.220 0.110000

5

要領により算出した平成９年産か
ら平成 26 年産までの水稲の被害率
の平均が 0.001％未満の農作物共済
加入者 

0.215 0.107500



平成 27 年産の水稲以後新たに共済
関係の存することとなる者 

0.230 0.115000

100 分
の 30

1

要領により算出した平成９年産か
ら平成 26 年産までの水稲の被害率
の平均が 10.0％以上の農作物共済
加入者 

0.123 0.061500

2

要領により算出した平成９年産か
ら平成 26 年産までの水稲の被害率
の平均が 1.6％以上 10.0％未満の農
作物共済加入者 

0.049 0.024500

3

要領により算出した平成９年産か
ら平成 26 年産までの水稲の被害率
の平均が 0.5％以上 1.6％未満の農
作物共済加入者 

0.042 0.021000

4

要領により算出した平成９年産か
ら平成 26 年産までの水稲の被害率
の平均が 0.001％以上 0.5％未満の
農作物共済加入者 

0.039 0.019500

5

要領により算出した平成９年産か
ら平成 26 年産までの水稲の被害率
の平均が 0.001％未満の農作物共済
加入者 

0.038 0.019000

平成 27 年産の水稲以後新たに共済
関係の存することとなる者 

0.041 0.020500

法  第
150 条
の３の
３第１
項に規
定する
金額を
共済金
額とす
る農作
物共済

100 分
の 90

1

要領により算出した平成９年産か
ら平成 26 年産までの水稲の被害率
の平均が 10.0％以上の農作物共済
加入者 

- 2.747 1.373500

2

要領により算出した平成９年産か
ら平成 26 年産までの水稲の被害率
の平均が 1.6％以上 10.0％未満の農
作物共済加入者 

- 1.086 0.543000

3

要領により算出した平成９年産か
ら平成 26 年産までの水稲の被害率
の平均が 0.5％以上 1.6％未満の農
作物共済加入者 

- 0.935 0.467500

4

要領により算出した平成９年産か
ら平成 26 年産までの水稲の被害率
の平均が 0.001％以上 0.5％未満の
農作物共済加入者 

- 0.878 0.439000

5

要領により算出した平成９年産か
ら平成 26 年産までの水稲の被害率
の平均が 0.001％未満の農作物共済
加入者 

- 0.857 0.428500

平成 27 年産の水稲以後新たに共済
関係の存することとなる者 

- 0.917 0.458500



100 分
の 80

1

要領により算出した平成９年産か
ら平成 26 年産までの水稲の被害率
の平均が 10.0％以上の農作物共済
加入者 

- 0.722 0.361000

2

要領により算出した平成９年産か
ら平成 26 年産までの水稲の被害率
の平均が 1.6％以上 10.0％未満の農
作物共済加入者 

- 0.285 0.142500

3

要領により算出した平成９年産か
ら平成 26 年産までの水稲の被害率
の平均が 0.5％以上 1.6％未満の農
作物共済加入者 

- 0.246 0.123000

4

要領により算出した平成９年産か
ら平成 26 年産までの水稲の被害率
の平均が 0.001％以上 0.5％未満の
農作物共済加入者 

- 0.231 0.115500

5

要領により算出した平成９年産か
ら平成 26 年産までの水稲の被害率
の平均が 0.001％未満の農作物共済
加入者 

- 0.225 0.112500

平成 27 年産の水稲以後新たに共済
関係の存することとなる者 

- 0.241 0.120500

100 分
の 70

1

要領により算出した平成９年産か
ら平成 26 年産までの水稲の被害率
の平均が 10.0％以上の農作物共済
加入者 

- 0.129 0.064500

2

要領により算出した平成９年産か
ら平成 26 年産までの水稲の被害率
の平均が 1.6％以上 10.0％未満の農
作物共済加入者 

- 0.051 0.025500

3

要領により算出した平成９年産か
ら平成 26 年産までの水稲の被害率
の平均が 0.5％以上 1.6％未満の農
作物共済加入者 

- 0.044 0.022000

4

要領により算出した平成９年産か
ら平成 26 年産までの水稲の被害率
の平均が 0.001％以上 0.5％未満の
農作物共済加入者 

- 0.041 0.020500

5

要領により算出した平成９年産か
ら平成 26 年産までの水稲の被害率
の平均が 0.001％未満の農作物共済
加入者 

- 0.040 0.020000

平成 27 年産の水稲以後新たに共済
関係の存することとなる者 

- 0.043 0.021500



津市告示第３６号 

 下記の者の平成２６年度市民税県民税第３期～第４期分督促状は、住所居所

不明のため、送達することができないので、地方税法第２０条の２の規定によ

り公示送達する。 

 なお、この公示送達に係る関係書類は、津市政策財務部収税課で保管し、送

達を受けるべき者から交付の申し出があればいつでも交付する。 

  平成２８年３月１１日 

津市長 前 葉 泰 幸  

記 

送達を受けるべき者の住所 送達を受けるべき者 送達を受けるべき文書 

○○○○○○○○○○○○

○○○○ ○○○○○○ 

○○○○ ○○○○

○○○ 

平成２６年度市民税県民税

第３期～第４期分督促状 

注意：地方税法第２０条の２第３項の規定により、公示送達をした日から起算

して７日を経過したときに、書類の送達があったものと見なす。 



津市告示第３７号 

 下記の者の差押調書（謄本）、配当計算書（謄本）及び充当通知書は、住所居

所不明のため、送達することができないので、地方税法第２０条の２の規定に

より公示送達する。 

 なお、この公示送達に係る関係書類は、津市政策財務部収税課で保管し、送

達を受けるべき者から交付の申出があればいつでも交付する。 

  平成２８年３月１１日 

津市長 前 葉 泰 幸 

記 

送達を受けるべき者の住所 送達を受けるべき者 送達を受けるべき文書 

○○○○○○○○○○○○

○○○○○ 

○○ ○ 差押調書（謄本）、配当計

算書（謄本）及び充当通

知書 

注意：地方税法第２０条の２第３項の規定により、公示送達をした日から起算

して７日を経過したときに、書類の送達があったものと見なす。 



津市告示第３８号 

 下記の者の市民税県民税の督促状、固定資産税都市計画税の督促状は、あて

どころ不明のため、送達することができないので、地方税法第２０条の２の規

定により公示送達する。 

 なお、この公示送達に係る関係書類は、津市政策財務部収税課で保管し、送

達を受けるべき者から交付の申出があればいつでも交付する。 

  平成２８年３月１１日 

津市長 前 葉 泰 幸 

記 

送達を受けるべき者の住所 送達を受けるべき者 送達を受けるべき文書 

○○○○○○○○○ ○○ ○ 市民税県民税督促状平

成２３年第２期、平成２

４年第２期から平成２

４年第４期、平成２６年

第９期 

注意：地方税法第２０条の２第３項の規定により、公示送達をした日から起算

して７日を経過したときに、書類の送達があったものと見なす。 



津市告示第３９号 

下記の者の平成２６年度国民健康保険料納入通知書は、住所居所不明等のた

め送達することができないので、国民健康保険法（昭和１３年法律第６０号）

第７８条により準用する地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２０条の２

の規定により公示送達する。 

なお、この公示送達に係る関係書類は、津市健康福祉部保険医療助成課で保

管し、送達を受けるべき者から交付の申出があればいつでも交付する。 

  平成２８年３月１４日 

津市長 前 葉 泰 幸   

記 

送達を受けるべき者の住所 送達を受けるべき者 

○○○○○○○○○○ ○○ ○○○○

○○○○○○○○○○○○○○ ○○○ ○○○○ 

○○○○○○○○○○○○○ ○○ ○○○ 

○○○○○○○○○○○○○○ ○○ ○○○○○ 

○○○○○○○○○○○○ ○○○○○○ ○○○○○○ 

○○○○○○○○○○○○○○○ ○ ○ 

○○○○○○○○○○○○○○ ○○ ○ 

○○○○○○○○○○○○○ ○○ ○○ 

○○○○○○○○○○ ○○ ○○ 

○○○○○○○○○○○○○ ○○ ○○ 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ ○○○ ○ 

○○○○○○○○○○○○○○ ○○ ○○ 

○○○○○○○○○○○○○ ○○○○ ○○○ ○○ 

○○○○○○○○○○○○○ ○○ ○○○○ 

○○○○○○○○○○○○ 
○○○○○○○ ○○○○○○○ ○○

○○○○○○○○○○ 

○○○○○○○○○○ ○○ ○○ 



○○○○○○○○○○○○ ○○ ○○ 



津市告示第４０号 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定によ

り、平成１７年安濃町告示第６号で認可した地縁による団体から告示された事

項に係る変更の届出があったので同条第１０項の規定により次のとおり告示す

る。 

  平成２８年３月１４日 

津市長 前 葉 泰 幸   

１ 届出者 

  粟加区自治会 

  三重県津市安濃町粟加５１６番地 

   代表者 真 川 新 也 

２ 変更に係る事項 

  代表者の氏名及び住所 

変更前 
中 川 石 生  

三重県津市安濃町粟加９１９番地 

変更後 
真 川 新 也 

三重県津市安濃町粟加２１０番地 

３ 変更の理由及び年月日 

地縁による団体の代表者が、平成２８年２月７日の定期総会において選任

され、平成２８年２月２２日から就任することになったため。 



  

津市告示第４１号

下記に係る国民健康保険被保険者証は無効であることを告示する。     

  平成２８年３月１５日

津市長 前 葉 泰 幸  

    

記

国民健康保険被保険者証

記号番号 交付年月日 無効となった日

０２７２９７１ 平成２８年 １月１３日 平成２８年 ２月 ８日

０４０３４２７ 平成２７年１０月 １日 平成２８年 １月２６日

１１８７５３９ 平成２７年１０月 １日 平成２８年 ２月２２日



津市公告第２６号 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第１項の規定により許可

した開発行為に関する工事が完了しましたので、同法第３６条第３項の規定に

より次のとおり公告します。 

  平成２８年３月３日 

                         津市長 前 葉 泰 幸   

１ 工事完了年月日 

  平成２８年２月２９日 

２ 開発区域又は工区に含まれる地域の名称 

  津市垂水字丸山285番ほか27筆 

３ 許可を受けた者の住所及び氏名 

  津市高茶屋小森町4000番地2 

  株式会社川﨑ハウジング中部 

代表取締役 川﨑昌美 



 

 

津市公告第２７号 

建設工事等に係る事後審査型条件付一般競争入札を執行しますので、地方自

治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の６第１項及び津市契約規

則（平成１８年津市規則第４０号）第４条の規定により、次のとおり公告しま

す。 

  平成２８年３月７日 

 

津市長 前 葉 泰 幸 

 

記 

 

別紙のとおり 



円　（税抜き）

は、入札を延期又は中止する場合がある。

その他 ・本件入札は、「平成27年度営財管継第66号（仮称）津市応急クリニック及び教育委員会庁舎建築

まで

営繕課

平成２７年度営財管継第６８号

【格付】

有

常駐配置（監理技術者と兼務可）現場代理人

平成28年3月22日

免 除

午後 ５ 時　まで　（指定の質問書を使用すること）

平成29年1月16日

　延面積　１,６２１m2

契約締結の日から

地 域 ・
格 付 要 件

発 注 業 種

【ﾌﾞﾛｯｸ】

電気

所在地要件

【ﾌﾞﾛｯｸ】

【ﾌﾞﾛｯｸ】

工 期

【地区】

参 加 資 格
に 関 す る
事 項

格 付 要 件

その他要件

【地区】

同業種の監理技術者（専任配置）

【格付】

【格付】【地区】

428030701　　事後審査型条件付一般競争入札

工 事 名

              新築

津市 西丸之内 地内

（仮称）津市応急クリニック及び教育委員会庁舎電気設備工事

工 事 場 所

工 事 担 当 課公 告 日

工 事 概 要

平成28年3月7日

　鉄筋コンクリート造一部鉄骨造４階建

・配置技術者について、３ヶ月以上の雇用関係が継続していること。

・本公告に定める事項以外については、事後審査型条件付一般競争入札共通事項のとおりとする。

まで

部 分 払

郵 送 先

閲 覧 期 間

閲 覧 場 所

購 入 期 間

販 売 店

入 札 方 法

提 出 期 限

入札保証金

設 計 図 書
の 閲 覧

最低制限価格

設 計 図 書
の 購 入

入札方法等

開 札 日 時
及 び 場 所

予 定 価 格

設計図書等
に 関 す る
質 問

回 答 日

契約金額の１００分の１０以上

ホームページにて回答

有

提 出 期 限

前 金 払

津市役所（本庁舎）７階　入札室

契約保証金

平成28年3月25日

創作工房ネオ　　津市一志町井関９６－１　　℡059-293-6100

郵便入札（一般書留・簡易書留に限る）

〒514-8799　日本郵便（株）津中央郵便局 留　津市役所　調達契約課 宛

調達契約課・津市ホームページ「入札情報」

まで本公告の日から 平成28年3月25日

本公告の日から

平成28年3月30日 午前９時００分

98,791,000

平成28年3月16日

提 出 先 調達契約課工事契約担当（津市役所本庁舎７階）　ＦＡＸ 059－229－3333

工事」の工事請負契約について、平成28年３月津市議会定例会において議決を得られなかったとき

必着平成28年3月25日

無

※上記に係る電気設備工事　一式

技術者要件

特定

同 種 工 事
実 績 要 件

Ａ１

主任(監理)技術者

市内本店

建設業許可



円　（税抜き）

は、入札を延期又は中止する場合がある。

その他 ・本件入札は、「平成27年度営財管継第66号（仮称）津市応急クリニック及び教育委員会庁舎建築

まで

営繕課

平成２７年度営財管継第６９号

【格付】

有

常駐配置（監理技術者と兼務可）現場代理人

平成28年3月22日

免 除

午後 ５ 時　まで　（指定の質問書を使用すること）

平成29年1月16日

　延面積　１,６２１m2

契約締結の日から

地 域 ・
格 付 要 件

発 注 業 種

【ﾌﾞﾛｯｸ】

管

所在地要件

【ﾌﾞﾛｯｸ】

【ﾌﾞﾛｯｸ】

工 期

【地区】

参 加 資 格
に 関 す る
事 項

格 付 要 件

その他要件

【地区】

同業種の監理技術者（専任配置）

【格付】

【格付】【地区】

428030702　　事後審査型条件付一般競争入札

工 事 名

新築

津市 西丸之内 地内

（仮称）津市応急クリニック及び教育委員会庁舎機械設備工事

工 事 場 所

工 事 担 当 課公 告 日

工 事 概 要

平成28年3月7日

　鉄筋コンクリート造一部鉄骨造４階建

・配置技術者について、３ヶ月以上の雇用関係が継続していること。

・本公告に定める事項以外については、事後審査型条件付一般競争入札共通事項のとおりとする。

まで

部 分 払

郵 送 先

閲 覧 期 間

閲 覧 場 所

購 入 期 間

販 売 店

入 札 方 法

提 出 期 限

入札保証金

設 計 図 書
の 閲 覧

最低制限価格

設 計 図 書
の 購 入

入札方法等

開 札 日 時
及 び 場 所

予 定 価 格

設計図書等
に 関 す る
質 問

回 答 日

契約金額の１００分の１０以上

ホームページにて回答

有

提 出 期 限

前 金 払

津市役所（本庁舎）７階　入札室

契約保証金

平成28年3月25日

創作工房ネオ　　津市一志町井関９６－１　　℡059-293-6100

郵便入札（一般書留・簡易書留に限る）

〒514-8799　日本郵便（株）津中央郵便局 留　津市役所　調達契約課 宛

調達契約課・津市ホームページ「入札情報」

まで本公告の日から 平成28年3月25日

本公告の日から

平成28年3月30日 午前９時１５分

82,101,000

平成28年3月16日

提 出 先 調達契約課工事契約担当（津市役所本庁舎７階）　ＦＡＸ 059－229－3333

工事」の工事請負契約について、平成28年３月津市議会定例会において議決を得られなかったとき

必着平成28年3月25日

無

※上記に係る機械設備工事　一式

技術者要件

特定

同 種 工 事
実 績 要 件

Ａ

主任(監理)技術者

市内本店

建設業許可



津市公告第２８号 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第１項の規定により許可

した開発行為に関する工事が完了しましたので、同法第３６条第３項の規定に

より次のとおり公告します。 

  平成２８年３月７日 

                         津市長 前 葉 泰 幸   

１ 工事完了年月日 

  平成２８年３月２日 

２ 開発区域又は工区に含まれる地域の名称 

  津市河芸町杜の街一丁目～五丁目地内（第9-2工区の一部，第10工区の一

部）公共施設 

３ 許可を受けた者の住所及び氏名 

  津市丸之内9-18 

  三交不動産株式会社 

取締役社長 森口 文生 

備 考  部分完了（配水池完了に伴う第9-2工区の一部，第10工区の一部） 

     公共施設（水道用地，道路・緑道の一部） 



津市公告第２９号 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第１項の規定により許可

した開発行為に関する工事が完了しましたので、同法第３６条第３項の規定に

より次のとおり公告します。 

  平成２８年３月７日 

                         津市長 前 葉 泰 幸   

１ 工事完了年月日 

  平成２８年３月４日 

２ 開発区域又は工区に含まれる地域の名称 

  津市安濃町戸島字山ノ下569番3ほか5筆の内一部 

３ 許可を受けた者の住所及び氏名 

  津市安濃町妙法寺892 

  社会福祉法人 聖フランシスコ会 

理事長 秋元眞樹 



津市公告第３０号

 農業経営基盤強化促進法（昭和５５年法律第６５号）第１８条第１項の規定

により、津市農用地利用集積計画を定めましたので、同法第１９条の規定によ

り公告します。

  平成２８年３月１０日

津市長 前 葉 泰 幸  



津市公告第３１号 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第１項の規定により許可

した開発行為に関する工事が完了しましたので、同法第３６条第３項の規定に

より次のとおり公告します。 

  平成２８年３月１４日 

                         津市長 前 葉 泰 幸   

１ 工事完了年月日 

  平成２８年３月９日 

２ 開発区域又は工区に含まれる地域の名称 

  津市高野尾町字大谷5641番ほか45筆 

３ 許可を受けた者の住所及び氏名 

  津市高野尾町1868番地3 

  株式会社フューチャー・ファーム・コミュニティ三重 

代表取締役 赤塚充良 



津市公告第３２号 

 建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５号の規定によ

る道路の位置を指定しましたので、建築基準法施行規則（昭和２５年建設省令

第４０号）第１０条第１項の規定により次のとおり公告します。 

  平成２８年３月１５日 

津市長 前 葉 泰 幸   

１ 指定にかかる道路の種類 

   第４２条第１項第５号 

２ 指定の年月日  

平成２８年３月１１日 

３ 指定道路の位置 

津市上浜町六丁目１７４番６、１７７番２の一部 

４ 指定道路の延長及び幅員 

延長  ３４．１メートル 

幅員   ４．０メートル 



津市公告第３３号 

 都市公園法（昭和３１年法律第７９号）第２条の２及び津市都市公園条例

（平成１８年津市条例第１９７号）第２条の規定により、都市公園を設置した

ので、次のとおり公告し、その関係図書を縦覧に供します。 

  平成２８年３月１５日  

津市長 前 葉 泰 幸   

１ 都市公園の名称、位置及び区域並びに供用開始の期日 

都市公園の名称 位  置 区域 供用開始の期日 

垂水ふれあい公園 津市垂水２９１番地

１３ 

別 図 の

とおり 

平成２８年３月３１日

栗真小川公園 津市栗真小川町８５

４番地２ 

別 図 の

とおり 

平成２８年３月３１日

笠取ふれあい公園 津市半田１１５７番

地４３ 

別 図 の

とおり 

平成２８年３月３１日

元町南公園 津市久居元町１７５

７番地２０ 

別 図 の

とおり 

平成２８年３月３１日

２ 関係図書の縦覧場所  

津市建設部建設整備課 



津市上下水道事業告示第１３号

津市公共下水道条例（平成１８年条例第２０１号）第６条第１項の規定によ

り、指定工事店を次のとおり指定したので、同条例第１７条第１項の規定によ

り告示する。

  平成２８年３月２日

             津市上下水道事業管理者  佐 治 輝 明

指定した工事店

工 事 店 名 所    在    地 指  定  期  間

山﨑住宅設備
伊賀市川東

２４２６番地

平成２８年２月１５日から

平成３１年３月３１日まで

  



津市上下水道事業告示第１４号

 津市公共下水道条例（平成１８年津市条例第２０１号）第１５条第１項の規

定により、指定工事店を次のとおり指定を取り消したので、同条例第１７条第

１項第２号の規定により告示する。

  平成２８年３月９日

            津市上下水道事業管理者  佐 治 輝 明

指定を取り消した工事店

工 事 店 名 所    在    地 取消し年月日

株式会社

広山建設

津市美杉町太郎生

１８０４番地
平成２８年３月４日



津市上下水道事業告示第１５号 

  津市水道局指定給水装置工事事業者が給水工事の事業を再開したので、津

市水道局指定給水装置工事事業者規程（平成１８年水道事業管理規程第１４

号）第１０条第２号の規定により告示する。 

  平成２８年３月９日 

津市上下水道事業管理者 佐 治 輝 明 

  

名  称 所 在 地 再開年月日 

株式会社伊勢組 津市半田 403 番地 3 平成２８年２月１日 



津市上下水道事業告示第１６号 

  津市水道事業給水条例（平成１８年津市条例第２２２号）第１１条第４項

の規定により、津市水道局指定給水装置工事事業者を次のとおり指定したの

で、津市水道局指定給水装置工事事業者規程（平成１８年水道事業管理規程

第１４号）第１０条第１号の規定により告示する。 

  平成２８年３月９日 

津市上下水道事業管理者 佐 治 輝 明 

  

名  称 所 在 地 指定年月日 

有限会社青山建設 津市美杉町八知 76 番地 平成２８年２月１８日



津市上下水道事業告示第１７号 

  津市水道事業給水条例（平成１８年津市条例第２２２号）第１１条第４項

の規定により、津市水道局指定給水装置工事事業者を次のとおり指定したの

で、津市水道局指定給水装置工事事業者規程（平成１８年水道事業管理規程

第１４号）第１０条第１号の規定により告示する。 

  平成２８年３月９日 

津市上下水道事業管理者 佐 治 輝 明 

  

名  称 所 在 地 指定年月日 

株式会社広和 津市中河原 2106 番地 平成２８年２月２４日



津市上下水道事業公告第１号 

 下水道法（昭和３３年法律第７９号）第４条第１項による同法施工令（昭和 

３４年政令第１４７号）第３条の規定により、中勢沿岸流域下水道（志登茂川

処理区)流域関連津市公共下水道事業計画を変更したいので、次のとおり事業

計画の案を当該公告の日から２週間公衆の縦覧に供します。 

 なお、当該事業計画の案については、縦覧期間満了の日までに、津市に意見

を提出することができます。 

  平成２８年３月２日 

               津市上下水道事業管理者 佐 治 輝 明 

１ 下水道事業の種類及び名称 

中勢沿岸流域下水道（志登茂川処理区）関連津市公共下水道 

２ 事業の期間 

  平成１０年３月１７日から平成３３年３月３１日まで 

３ 縦覧場所 

  津市下水道局下水道建設課 

４ 縦覧期間 

  平成２８年３月２日(水)から平成２８年３月１５日(火)まで 

  （午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、土日・祝日除く。) 



津市上下水道事業公告第２号 

 下水道法（昭和３３年法律第７９号）第４条第１項による同法施工令（昭和 

３４年政令第１４７号）第３条の規定により、中勢沿岸流域下水道（松阪処理

区)関連津市特定環境保全公共下水道事業計画を変更したいので、次のとおり

事業計画の案を当該公告の日から２週間公衆の縦覧に供します。 

 なお、当該事業計画の案については、縦覧期間満了の日までに、津市に意見

を提出することができます。 

  平成２８年３月２日 

               津市上下水道事業管理者 佐 治 輝 明 

１ 下水道事業の種類及び名称 

中勢沿岸流域下水道（松阪処理区）関連津市特定環境保全公共下水道 

２ 拡大区域(予定) 

  津市一志町井生 4.2ｈ 

３ 事業の期間 

  平成８年１１月６日から平成３３年３月３１日まで 

４ 縦覧場所 

  津市下水道局下水道建設課 

５ 縦覧期間 

  平成２８年 ３月 ２日(水)から平成２８年 ３月１５日(火)まで 

  （午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、土日・祝日除く。) 



















































津市消防本部訓令第１号 

                              消防本部 

津市消防署の組織に関する訓令の一部を改正する訓令を次のように定める。 

  平成２８年３月９日 

                    津市消防長 山 口 精 彦  

   津市消防署の組織に関する訓令の一部を改正する訓令 

津市消防署の組織に関する訓令（平成１８年津市消防本部訓令第１号）の一

部を次のように改正する。 

第２条第２項中「及び位置」を「、位置及び担当区域」に改める。 

別表第１を次のように改める。 

別表第１（第２条関係） 

名称 位置 担当区域 

津市中消防署西

分署 
津市一色町２５７番地 

大園町、押加部町、神納、神納

町、川添町、桜田町、新町一丁

目、新町二丁目、新町三丁目、

西古河町、博多町、八町一丁

目、八町二丁目、八町三丁目、

東古河町、美川町、南河路、南

新町、安東町、一色町、観音寺

町、北河路町、河辺町、渋見

町、長岡町、納所町、産品、小

舟、殿村、分部、片田井戸町、

片田久保町、片田志袋町、片田

新町、片田田中町、片田長谷

町、片田長谷場町、片田薬王寺

町、片田町、神戸、野田、緑が

丘一丁目、緑が丘二丁目 

津市中消防署安

濃分署 

津市安濃町川西２０９７番

地 

安濃町草生、安濃町安部、安濃

町中川、安濃町川西、安濃町神

田、安濃町南神山、安濃町前

野、安濃町光明寺、安濃町今



徳、安濃町妙法寺、安濃町浄土

寺、安濃町連部、安濃町安濃、

安濃町内多、安濃町太田、安濃

町清水、安濃町曽根、安濃町野

口、安濃町戸島、安濃町大塚、

安濃町荒木、安濃町粟加、安濃

町田端上野、安濃町東観音寺 

津市北消防署河

芸分署 
津市河芸町浜田８０８番地

河芸町中別保、河芸町一色、河

芸町影重、河芸町上野、河芸町

東千里、河芸町西千里、河芸町

久知野、河芸町中瀬、河芸町北

黒田、河芸町南黒田、河芸町高

佐、河芸町浜田、河芸町赤部、

河芸町三行、河芸町千里ヶ丘、

河芸町杜の街一丁目、河芸町杜

の街二丁目 

津市北消防署芸

濃分署 

津市芸濃町椋本６１４１番

地１ 

芸濃町椋本、芸濃町楠原、芸濃

町林、芸濃町中縄、芸濃町忍

田、芸濃町小野平、芸濃町多

門、芸濃町北神山、芸濃町萩

野、芸濃町岡本、芸濃町雲林

院、芸濃町河内 

津市久居消防署

南分署 

津市雲出本郷町１６３１番

地１０ 

垂水、藤方、南が丘一丁目、南

が丘二丁目、南が丘三丁目、南

が丘四丁目、城山一丁目、城山

二丁目、城山三丁目、高茶屋一

丁目、高茶屋二丁目、高茶屋三

丁目、高茶屋四丁目、高茶屋五

丁目、高茶屋六丁目、高茶屋七

丁目、高茶屋小森上野町、高茶

屋小森町、雲出伊倉津町、雲出

鋼管町、雲出島貫町、雲出長常

町、雲出本郷町 



津市久居消防署

美里分署 

津市美里町足坂９０１番地

２ 

久居一色町、大鳥町、稲葉町、

久居緑が丘町一丁目、久居緑が

丘町二丁目、榊原町、美里町五

百野、美里町足坂、美里町三

郷、美里町南長野、美里町北長

野、美里町平木、美里町桂畑、

美里町家所、美里町穴倉、美里

町高座原、美里町日南田、美里

町船山、美里町草生 

津市久居消防署

香良洲分遣所 
津市香良洲町１８７８番地 香良洲町 

津市白山消防署

一志分署 

津市一志町高野１６０番地

３９ 

一志町井生、一志町大仰、一志

町石橋、一志町井関、一志町波

瀬、一志町八太、一志町片野、

一志町小山、一志町其村、一志

町庄村、一志町小戸木、一志町

新沢田、一志町平生、一志町虹

が丘、一志町みのりヶ丘、一志

町高野、一志町田尻、一志町日

置、一志町其倉 

津市白山消防署

美杉分署 

津市美杉町奥津９１０番地

１ 

美杉町竹原、美杉町八手俣、美

杉町八知、美杉町太郎生、美杉

町三多気、美杉町杉平、美杉町

石名原、美杉町川上、美杉町奥

津、美杉町丹生俣、美杉町上多

気、美杉町下多気、美杉町下之

川 

   附 則 

 この訓令は、平成２８年３月２４日から施行する。 



津市選挙管理委員会告示第４号 

 土地改良法施行令（昭和２４年政令第２９５号）第６条第１項の規定により、

高野井土地改良区総代会総代の総選挙を次のとおり定めたので、同条第３項及

び第４項の規定により告示する。 

  平成２８年３月２日 

                      津市選挙管理委員会 

                      委員長 坂 口 賢 次 

１ 選挙期日       平成２８年３月９日 

２ 投票の時間      午前８時００分から午後５時００分 

３ 選挙すべき総代の数   第１選挙区   ９人 

              第２選挙区   １人 

              第３選挙区   ２人 

              第４選挙区   ２人 

              第５選挙区   ８人 

              第６選挙区   １人 

              第７選挙区   ６人 

              第８選挙区   ２人 

              第９選挙区   ３人 



津市選挙管理委員会告示第５号 

 平成２８年３月９日執行の高野井土地改良区総代会総代選挙における選挙長

及び選挙長に事故があり、又は選挙長が欠けた場合において、その職務を代理

すべき者を次のとおり選任したので、土地改良法施行令（昭和２４年政令第２

９５号）第８条第７項の規定により告示する。 

  平成２８年３月２日 

                      津市選挙管理委員会 

                      委員長 坂 口 賢 次 

 別紙のとおり 



１ 選挙長 

選挙区 住     所 氏  名 

第１選挙区 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 野末 孝行 

第２選挙区 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 守山 孝之 

第３選挙区 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 田端 覚 

第４選挙区 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 岸江 五美 

第５選挙区 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 村田 昌昭 

第６選挙区 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 信藤 眞一 

第７選挙区 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 印南 昌彦 

第８選挙区 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 池山 允敏 

第９選挙区 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 大倉 勝秀 

２ 選挙長に事故があり、又は選挙長が欠けた場合において、その職務を代理

すべき者 

選挙区 住     所 氏  名 

第１選挙区 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 田中 竹次 

第２選挙区 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 中谷 秀央 

第３選挙区 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 渡邊 晃一 

第４選挙区 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 岸江 良夫 

第５選挙区 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 福井 政徳 

第６選挙区 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 中島 修 

第７選挙区 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 渡邊 久鍠 

第８選挙区 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 松岡 伸一 

第９選挙区 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 米﨑 利人 



津市選挙管理委員会告示第６号 

 平成２８年３月９日執行の高野井土地改良区総代会総代選挙における選挙立

会人を次のとおり選任したので、土地改良法施行令（昭和２４年政令第２９５

号）第８条第７項の規定により告示する。 

  平成２８年３月２日 

                      津市選挙管理委員会 

                      委員長 坂 口 賢 次 

選挙立会人 

選挙区 住    所 氏   名 

第１選挙区 
〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 北林 正夫 

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 奥田 高則 

第２選挙区 
〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 倉田 浩 

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 竹田 浄 

第３選挙区 
〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 工藤 廣文 

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 奥田 雅秀 

第４選挙区 
〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 前川 昌視 

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 岸江 功作 

第５選挙区 
〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 森田 薫 

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 中山 清平 

第６選挙区 
〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 今西 孝輝 

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 近藤 光城 

第７選挙区 
〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 杉山 政善 

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 佐藤 幸宏 

第８選挙区 
〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 滝鼻 清 

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 松岡 英男 

第９選挙区 
〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 稲垣 清一 

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 正後 茂 



津市選挙管理委員会告示第７号

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第７４条第１項及び第７５条第１項

並びに市町村の合併の特例に関する法律（平成１６年法律第５９号）第４条第

１項及び第５条第１項の規定による選挙権を有する者の総数の５０分の１の数、

同法第４条第１１項及び第５条第１５項の規定による選挙権を有する者の総数

の６分の１の数並びに地方自治法第７６条第１項、第８０条第１項、第８１条

第１項、第８６条第１項及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和

３１年法律第１６２号）第８条第１項の規定による選挙権を有する者の総数の

３分の１の数を次のとおり告示する。

平成２７年津市選挙管理委員会告示第１１５号は廃止する。

  平成２８年３月２日

                      津市選挙管理委員会

                      委員長 坂 口 賢 次

１ ５０分の１の数     ４，５４１人 

２  ６分の１の数    ３７，８３５人 

３  ３分の１の数    ７５，６７０人



津市選挙管理委員会告示第８号 

 農業委員会等に関する法律の一部改正に伴う関係告示の整備に関する告示を

次のように定める。 

  平成２８年３月２日 

                      津市選挙管理委員会 

                      委員長 坂 口 賢 次 

   農業委員会等に関する法律の一部改正に伴う関係告示の整備に関する告 

   示 

 （津市公職選挙事務取扱規程の一部改正） 

第１条 津市公職選挙事務取扱規程（平成１８年津市選挙管理委員会告示第１

号）の一部を次のように改正する。 

  第１条中「、市議会議員及び農業委員会委員」を「及び市議会議員」に改

める。 

  第３０条及び第３１条中「、市長及び市農業委員会委員」を「及び市長」

に改める。 

  別表第２中「津市農業委員会委員選挙、」を削る。 

  第５号様式、第１０号様式、第１０号様式の２、第３４号様式、第３６号

様式、第３７号様式、第４２号様式、第６１号様式（その１）、第６１号様

式（その３）及び第６２号様式中「あて先」を「宛先」に改める。 

 （津市農業委員会選挙投票区等の廃止） 

第２条 次に掲げる告示は、廃止する。 

   津市農業委員会選挙投票区（平成１８年津市選挙管理委員会告示第１２

号） 

   津市農業委員会委員選挙における投票用紙の様式（平成１８年津市選挙

管理委員会告示第１３号） 

   津市農業委員会委員選挙に用いる投票用紙、仮投票用封筒及び不在者投

票用封筒に押すべき印について（平成１８年津市選挙管理委員会告示第１

４号） 

   附 則 

 この告示は、平成２８年４月１日から施行する。 



津市選挙管理委員会告示第９号

 平成２８年３月９日執行の高野井土地改良区総代会総代選挙において次の者

が当選人となったので、土地改良法施行令（昭和２４年政令第２９５号）第２

１条第２項の規定により告示する。

  平成２８年３月１０日

                      津市選挙管理委員会

                      委員長 坂 口 賢 次

 別紙のとおり





津市選挙管理委員会告示第１０号

 平成２８年３月９日執行の高野井土地改良区総代会総代選挙において次の者

に当選証書を付与したので、土地改良法施行令（昭和２４年政令第２９５号）

第２２条第２項の規定により告示する。

  平成２８年３月１０日

                      津市選挙管理委員会

                      委員長 坂 口 賢 次

 別紙のとおり





 1

津市監査委員告示第３号 

 平成２８年１月４日付けで提出された住民監査請求書について、地方自治法

（昭和２２年法律第６７号。以下「法」という。）第２４２条第４項の規定に

基づく監査の結果を、同年２月２９日付けで下記のとおり請求人に通知したの

で、同項の規定に基づき、公表する。 

 平成２８年３月２日 

津市監査委員 高 松 和 也 

                                    津市監査委員  駒 田 修 一 

                                    津市監査委員 安 藤 友 昭 

                                    津市監査委員 青 山 昇 武 

記 

第１ 請求の受理

１ 受理年月日 

本件監査請求書は、平成２８年１月４日に受理した。 

２ 請求人の住所・氏名  

津市 正 次 幸 雄 

３ 請求の概要 

本件監査請求書、事実を証する書面及び平成２８年１月２６日に聴取し

た陳述の内容から、本件監査請求の概要は、次のとおりであると理解した。 

   主張の要旨 

    市は、一般社団法人津市観光協会（以下「協会」という。）に平成２５

年度津市観光協会事業補助金（以下「本件補助金」という。）５，３５０

万円を支出したが、本件補助金の支出は、次の理由により不当である。 

   ア 平成２５年度津市補助金充当一覧表（以下「補助金充当一覧表」と

いう。）は、補助金を充当する項目や事業への充当額、充当率が明確

に記載され、決定されている。また、補助金を充当しない項目や事業

も明確に決定されている。本件補助金について、決められた充当項目

や事業に充当率に基づき適正に充当されたのち、残った補助金は、不

用補助金として、津市に返還されるべきものである。当初から補助対

象外と決定し、補助金が充当されていない項目や事業に、残った補助
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金を勝手に充当し使用することは、補助金の趣旨から言って認められ

ない。返還されていない本件補助金は、不用額として翌年度に繰り越

されている。 

   イ 補助金充当率１００％の給料については、１日８時間勤務を７時間

に変更している。単純に考えれば、給料の１２．５％アップである。

この分の補助金も当然返還されるべきものである。１日８時間勤務は、

社会常識である。このような変更を認めたら、今後、補助団体で、１

日６時間とか５時間の勤務を認めることとなる。 

   求める措置の内容 

   平成２６年３月３１日に交付確定した、本件補助金に係る不当な公金

の支出により、津市が受けた損害２７０万１２４円の回復を、平成２６

年３月３１日付け「平成２５年度観光協会事業補助金の交付確定につい

て（伺い）」の最終決裁者又は津市観光協会に求める。 

   なお、損害額２７０万１２４円の根拠は次のとおりである。 

   ア 協会の平成２５年度決算額及び充当率に基づき算出した補助金額 

支出項目 

         

決算額① 

補助金充当

一覧表によ

る充当率②

充当率より算出した

補助金額（①×②）

事業費              

観光振興事業 

観光宣伝事業 

観光施設等運営

サービス事業 

管理費 

5,384,959 円

11,313,262円

14,954,832円

85％

100％

100％

4,577,216 円

11,313,262 円

14,954,832 円

事務費（給料・

賃金・福利厚生

21,272,125円 100％ 21,272,125 円
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費・交通費・通

信運搬費・消耗

品費・燃料費・

光熱水費・使用

料及び賃借料）

事務費（手数料） 20,000 円 50％ 10,000 円

（合計） 

52,127,435 円

   イ 管理費のうち事務費の給料について、１日８時間勤務から７時間勤

務に変更されたことから、１時間分の給料額を充当率より算出した補

助金額より減額

     10,620,472 円（平成２５年度給料額）×８分の１＝1,327,559 円 

      52,127,435 円－1,327,559 円＝50,799,876 円 

   ウ 返還を求める補助金額 

      53,500,000 円－50,799,876 円＝2,700,124 円 

第２ 監査の実施 

１ 監査の対象事項 

  本件監査請求の監査の対象事項について、本件監査請求は、適法な監査

請求であるか否か、適法な監査請求であると認めたときは、当該適法な監

査請求に係る財務会計行為が違法若しくは不当な行為に当たるか否か、と

した。 

２ 監査の手続 

   本件監査請求の監査の手続について、監査対象部局を商工観光部観光振

興課とし、関係書類の提出を求めるとともに、関係職員の陳述を聴取した。 

 ３ 監査事務の引継ぎ 

   議員のうちから選任された監査委員の倉田寛次は、平成２８年２月１７

日付けで退任したため、同月１８日付けで新たに議員のうちから選任され

た監査委員の青山昇武が監査事務を引き継いだ。 

第３ 監査の結果 



 4

１ 確認した事実の概要 

 本件監査請求について、請求人が提出した事実を証する書面、商工観光

部観光振興課が提出した関係書類、陳述の内容等により確認した事実の概

要は、次のとおりである。 

   本件補助金の交付に係る事実 

 本件補助金は、津市商工業振興等関係補助金交付要綱（平成１８年津

市訓第１５２号。以下「本件補助金要綱」という。）に定める「観光事業

の振興を図り、産業経済の発展向上に資する。」を交付目的とし、協会に

支出されたものである。 

 商工観光部観光振興課は、平成２５年４月１日付けで、協会会長から

「平成２５年度一般社団法人津市観光協会事業補助金交付申請書」の提

出を受けた。本件補助金は、協会の法人会計、公益事業会計、収益事業

会計の３会計のうち、公益事業会計に対し５，３５０万円の交付申請が

なされた。 

 本件補助金に関し、津市補助金等交付規則（平成１８年津市規則第４

４号。以下「補助金規則」という。）第４条の規定に基づき本件補助金の

交付決定をするため、平成２５年４月１日付けで「平成２５年度津市商

工業振興等関係（津市観光協会事業）補助金交付決定について（伺い）」

が決裁された。 

 平成２６年３月３１日付けで、商工観光部観光振興課は、協会会長か

ら「平成２５年度津市観光協会事業実績報告書」の提出を受けた。当該

実績報告書の提出を受け、補助金規則第１３条の規定に基づき本件補助

金の交付すべき額を確定するため、平成２６年３月３１日付けで「平成

２５年度観光協会事業補助金の交付確定について（伺い）」が決裁され、

本件補助金として５，３５０万円が交付確定された。 

２ 結論 

監査の結果、本件監査請求について、次のとおり判断した。 

 本件監査請求の適法性に係る判断 

 ア 不適法な監査請求であると判断したもの 

   本件監査請求のうち、本件補助金の支出を対象とする請求は、不適

法な監査請求であると判断したので、監査の対象とすることはできな

い。 

 イ 適法な監査請求であると判断したもの 
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   協会の勤務時間が８時間から７時間へ変更されたことを、不当な補

助金支出の理由としたものについて、本件補助金より後に交付された

平成２６年度以降の津市観光協会事業補助金を対象とした監査請求は、

適法であると判断したので、監査の対象とした。 

 適法な監査請求であるとしたものに係る判断 

  監査の対象とした財務会計行為について、不当行為に当たるという請

求人の主張は、認めることはできないものと判断した。 

３ 結論に至った理由 

 結論のうち、不適法な監査請求であると判断した理由及び適法な監査請

求に係る請求人の主張は是認できないと判断した理由については、次のと

おりである。 

 不適法な監査請求に係る判断理由について 

 法第２４２条第１項に基づく監査請求は、地方公共団体の長又は職員

等による違法若しくは不当な公金の支出、財産の取得、管理若しくは処

分、契約の締結若しくは履行若しくは債務その他の義務の負担があると

認めるとき、又は違法若しくは不当に財産の管理等を怠る事実があると

認めるときは、これらの行為又は怠る事実によって当該地方公共団体が

被った財産上の損害の補填のため、又は損害を被ることを防止するため

の必要な措置を講ずべきことを請求することができるものである。 

 そして、違法又は不当な財務会計上の行為について、同条第２項は「当

該行為があった日又は終わった日から１年を経過したとき」は、正当な

理由がある場合を除き「これをすることができない」と定められており、

この期間制限の趣旨は、たとえ違法・不当な財務会計上の行為であった

としても、これをいつまでも監査請求あるいは住民訴訟の対象になり得

る状態に置くことは、法的安定性を損ない好ましくないためであるとさ

れている。（昭和６３年４月２２日最高裁判所判決）

 そこで本件監査請求についてみると、本件監査請求は平成２５年度に

津市が交付した補助金を対象として措置を求めているものであるが、本

件補助金の交付確定日は平成２６年３月３１日、精算日は同年５月１９

日となっていることから、本件監査請求に係る措置請求書の提出は、本

件補助金に係る財務会計上の行為の日から、１年を経過した後になされ

たものであると認められる。

さらに、１年を経過して本件監査請求がなされたことについて、法第
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２４２条第２項ただし書に規定する「正当な理由」があるか否かを判断

すると、「正当な理由」の有無は、特段の事情がない限り、地方公共団

体の住民が相当の注意力をもって調査したときに、客観的にみて当該行

為を知ることができたと解される時点から「相当な期間」内に監査請求

をしたかどうかによって判断すべきである。（前掲昭和６３年４月２２

日最高裁判所判決） 

 本件監査請求において法第２４２条第２項ただし書に規定する「正当

な理由」について、請求人は平成２７年１２月２日の津市議会本会議で

の質疑により本件請求内容を知ることができたとの主張であるが、本件

監査請求において請求人が主張する内容のうち、まず協会における勤務

時間の短縮に伴って本件補助金が減額されていないという請求人の主張

する内容については、平成２６年１１月２５日から同年１２月１８日に

かけて開会された平成２６年第４回津市議会定例会における、同年１２

月４日の一般質問で質疑された経緯があり、同定例会は原則公開のもと

開会されていたものであるとともに、市のホームページにおいても同定

例会の模様はライブ中継が行われていることから、請求人は当該質疑が

なされた日には、本件監査請求をするに足る程度に、本件補助金の内容

を知ることができたと解することができる。 

 次に、本件補助金が決められた充当項目や事業に充当率に基づき適正

に充当されていないという請求人の主張について、協会の支出科目別に

本件補助金の充当金額、充当率等を記載した一覧表に関しては、平成２

６年９月１６日から同月２０日にかけて開会された決算特別委員会にお

いて、同月１８日から同月１９日にかけて質疑された経緯があり、また、

同年１１月２５日から同年１２月１８日にかけて開会された平成２６年

第４回津市議会定例会における、同年１２月４日の一般質問において、

津市観光協会事業補助金の充当の問題について、当初の事業計画や充当

率どおりに補助金が交付されておらず、補助金が繰越金へ充当されてい

るのではないかという質疑がなされた経緯があり、同委員会及び同定例

会は原則公開のもと開会されていたものであるとともに、市のホームペ

ージにおいても、同委員会及び同定例会の模様はライブ中継が行われて

いることから、当該質疑がそれぞれなされた日には、請求人は本件監査

請求をするに足る程度に、本件補助金の内容を知ることができたと解す

ることができる。 
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 よって、本件監査請求が本件補助金に係る財務会計上の行為の日から、

１年を経過してなされたことについて、法第２４２条第２項ただし書に

規定する「正当な理由」があるとは認められない。 

 以上の理由から、本件補助金に係る監査請求は、法第２４２条第２項

に定める期間を徒過してなされたものとして、不適法なものであると判

断した。  

 適法な監査請求に係る判断理由について 

 「  不適法な監査請求に係る判断理由について」において、本件補

助金に係る監査請求が、不適法である旨の判断を行ったが、請求人は意

見陳述において、協会職員の勤務時間が８時間から７時間に変更された

ことについては、平成２３年１２月に変更され現在も続いていることか

ら、現時点においても引き続き津市が損害を被っているとの主張を行っ

ている。当該主張については、本件監査請求書の中には明示されていな

いものの、当該主張の内容が本件補助金以後に交付された津市観光協会

事業補助金に係る措置請求も含むと解すれば、本件補助金の翌年度に交

付された平成２６年度津市観光協会事業補助金は、交付確定日が平成２

７年３月３１日、精算日が同年５月２１日となっており、当該確定日及

び当該精算日から１年以内に本件監査請求は行われていることが認めら

れるものである。よって本件監査請求について、協会の勤務時間が８時

間から７時間へ変更されたことを理由とした補助金の不当な支出に係る

監査請求に関し、本件補助金より後に交付された平成２６年度以降に係

る津市観光協会事業補助金の支出を本件監査請求の対象とし、次のとお

り判断した。 

 津市観光協会事業補助金は、本件補助金要綱に定める「観光事業の振

興を図り、産業経済の発展向上に資する。」を交付目的とし、協会に支出

されたものである。そして、協会において実施されている法人事業、公

益事業、収益事業の３事業のうち、平成２５年度以降は公益事業に対し

補助金が交付されており、平成２６年度津市観光協会事業補助金につい

ては、協会における平成２６年度の公益事業に対し、５，３５０万円の

補助金が交付されている。補助金の交付にあたっては、補助金規則に基

づき協会から提出された交付申請書や実績報告書により、事業の内容や

事業に係る経費について審査を実施の上、交付決定や交付確定が行われ

たものであるが、協会職員の給料については、公益事業を実施するにあ



 8

たり必要な経費の一部として、協会は交付申請書や実績報告書に市費充

当経費として計上し、観光振興課においては、当該事業及び当該事業に

係る経費について法第２３２条の２や補助金規則第２条に基づく公益上

の必要性を認め、本件補助金要綱に基づく補助金交付目的にかなったも

のとし、職員給料についても事業実施に係る総体的な費用の一環として、

補助金の交付対象として認めたものである。また、協会職員の勤務時間

については、協会内部の就業規則等で決定されるべきものと解するのが

相当であるとともに、当該就業規則等に基づく職員給料について、公益

事業に係る従事割合に応じた経費を補助対象としているものである。 

 以上のことから、勤務時間を８時間から７時間に変更したことにより

補助金の減額を行わなかったということのみをもって、不当な補助金の

支出を行ったとまでは言えず、請求人の主張は認められないものと判断

した。また、このことは平成２６年度の津市観光協会事業補助金のみな

らず、平成２７年度の津市観光協会事業補助金についても、同様の判断

をするものである。 

第４ 意見 

 本件監査請求において、請求人より提出された補助金充当一覧表につい

て、観光振興課の説明によれば観光振興課職員が予算編成のための参考資

料として作成したものとのことであった。本件補助金が、補助対象事業の

支出額を上回らず、過充当とならないかぎり交付されてきたという性格を

持つものであるとしても、本件補助金が、補助金充当一覧表の充当率に基

づき支出されているという疑念を請求人に抱かせたことは否定できない。

このことから、所管部局においては、補助金に係る資料の取扱いについて、

資料の内容に対し疑義を生じさせることのないよう留意されたい。 

以上 



- 1 - 

津市監査委員告示第４号 

 平成２８年１月１２日付けで提出された住民監査請求書について、地方自治

法（昭和２２年法律第６７号。）第２４２条第４項の規定に基づく監査の結果

を、同年３月３日付けで下記のとおり請求人に通知したので、同項の規定に基

づき、公表する。 

 平成２８年３月７日 

津市監査委員  高 松 和 也

                                    津市監査委員  駒 田 修 一 

                                    津市監査委員 安 藤 友 昭 

                                    津市監査委員 青 山 昇 武 

記 

第１ 請求の受理 

１ 受理年月日 

本件監査請求は、平成２８年１月１２日に受理した。 

２ 請求人 

津市 渡 邉 省 三

津市 上 野 達 彦

津市 日 置 良 平

津市 鬼 頭 美佐惠

津市 大 井 節 子

３ 請求の概要 

住民監査請求書、事実を証する書面及び平成２８年２月４日に聴取した

陳述の内容から、本件監査請求の概要は、次のとおりであると理解した。 

 請求の要旨 

津市は、平成２７年８月１２日、津市観音寺町地内で協和不動産株式

会社が開発を予定している宅地２４戸（面積４５１８．４３㎡）ほか開

発面積合計７０３６．０９㎡の「観音寺町宅地造成工事」に係る開発を

許可したが、当該許可区域内には、都市計画道路上浜元町線（以下、「上

浜元町線」という。）が計画されている。この上浜元町線の位置づけは、

津市総合計画後期基本計画においては、道路ネットワークの整備におけ
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る「域内連携軸の強化」として、生活圏域の一体性を高める幹線道路と

して整備を進め、「域内連携軸の形成・強化」を推進するための、優先順

位の高い都市計画道路であるとされている。また、津市都市マスタープ

ランにおいては、「骨格的な幹線道路網の形成」として、市内の交通渋滞

の緩和を図るため、上浜元町線等の環状道路の整備に努めるとされてい

る。さらに、三重県が公表する「津都市計画都市計画区域の整備、開発

及び保全の方針」においては、概ね１０年以内に整備（着手を含む）を

予定する主要な施設として上浜元町線が示されている。

このような必要な道路等の公共用地を計画的に取得することを目的に

「公有地の拡大の推進に関する法律（昭和４７年法律第６６号）」が制定

されており、県、市町村等がその土地を公共施設の整備等に必要なもの

と判断したときは、土地の所有者と協議を行い、合意に至ればその土地

を買取することができる。また、道路等公共施設の用に供する用地を事

業認可等の前に土地開発公社を活用して先行取得する方法もある。 

しかしながら、津市は、この当該開発区域内にある「上浜元町線」に

ついて公有地の拡大の推進に関する法律に基づく用地取得の協議はもと

より、先行用地取得をも作為的に行わず、将来において買収することに

より事業推進を図ることとした上で、この観音寺町宅地造成工事に係る

開発行為（以下、「当該開発行為」という。）が周辺住民に対し事前の十

分な説明がなされないまま許可されている。この都市計画道路用地を開

発前に先行取得すれば、２８，２００，０００円で済むところ、現時点

での見積想定額２３４，２０１，０００円で取得する方法を選択した。

そもそも、地方自治法第２条第１４項において「地方公共団体は、その

事務を処理するに当っては、住民の福祉の増進に努めるとともに、最小

の経費で最大の効果を挙げるようにしなければならない。」とされ、また、

地方財政法（昭和２３年法律第１０９号）は予算の執行に関して、同法

第４条第１項で「地方公共団体の経費は、その目的を達成するための必

要且つ最小の限度をこえて、これを支出してはならない。」と定められ、

公金支出の必要最小限の原則を旨としているにもかかわらず、２０６，

００１，０００円もの余分な経費が必要と認識し、この上浜元町線の整

備を進めようとしている。すなわち、①違法又は不当な公金の支出、②

違法又は不当な財産の取得、管理又は処分、③違法又は不当な契約の締

結又は履行が相当な確実さで予測が可能であり、また、市当局はその確
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信を持っている。

 求める措置の内容 

    違法行為の是正のため、当該開発許可に関与した津市長をはじめとす

る決裁権者、関与した責任者に対して、損害を賠償し、市としての姿勢

を正すことを求める。 

第２ 監査の実施 

１ 監査の対象事項

  本件監査請求の監査の対象事項について、本件監査請求は、適法な監査

請求であるか否か、適法な監査請求であると認めたときは、当該適法な監

査請求に係る財務会計行為が違法行為に当たるか否か、とした。

２ 監査の手続 

   本件監査請求の監査の手続について、監査対象部局を都市計画部開発指

導室とし、関係書類の提出及び書面による事実関係の説明を求めた。 

３ 監査委員の辞退及び交代 

議員のうちから選任された監査委員の倉田寛次は地方自治法第１９９条

の２の規定の趣旨を踏まえ、辞退する申出があったため、関与していない。

また同委員は、平成２８年２月１７日付けで退任したため、同月１８日付

けで新たに議員のうちから選任された監査委員の青山昇武が監査を実施し

た。

第３ 監査の結果 

１ 確認した事実の概要

 本件監査請求について、請求人が提出した事実を証する書面、都市計画

部開発指導室が提出した関係書類、陳述の内容等により確認した事実の概

要は、次のとおりである。

 津市総合計画後期基本計画について

  津市においては、津市が目指すべき将来像や、まちづくりの方向性な

ど今後の市政運営の基本となる津市総合計画を策定されている。

総合計画は基本構想と基本計画に分けられ、基本構想については、津

市のまちづくりの基本理念や目指すべき将来像、まちづくりの目標など

を明らかにしている。また、基本計画については、基本構想の考え方に

基づき、より具体的な事業展開の方向などを示している。なお、計画期
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間については、基本構想は平成２０年度から平成２９年度の１０年間、

基本計画は前期及び後期それぞれ５年とし、前期計画は平成２０年度か

ら平成２４年度までの５年間、後期計画は平成２５年度から平成２９年

度までの５年間としている。

この後期基本計画においては、活力のあるまちづくりを目指し、交流

機能の向上にも資する道路ネットワークの整備を図るため、体系的な道

路網の整備として、域内連携軸を形成するため、本市の骨格を形成し広

域交通へのアクセスの利便性を向上させ、生活圏域の一体性を高める幹

線道路として上浜元町線等の整備を進め、域内連携軸の形成を推進する

とされている。

 津市都市マスタープランについて

「津市都市マスタープラン」は上位計画である「津市総合計画」など

の関係計画を踏まえ、将来の都市構造や土地利用、都市計画の基本的な

方針など、都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第１８条の２に定

める「市町村の都市計画に関する基本的な方針」として平成２２年７月

に策定されている。

同プランでは都市づくりの分野別方針の交通体系の形成方針において、

道路ネットワークの構築を目指し、「骨格的な幹線道路網の形成」として

都市部の通過交通を分散するとともに、市内の交通渋滞の緩和を図るた

め、上浜元町線等の環状道路の整備に努めるとされている。

    津都市計画都市計画区域の整備、開発及び保全の方針について

「津都市計画都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」は、都市計

画法第６条の２の規定に基づき、三重県が都市計画区域全体を対象とし

て、広域的見地から、都市計画の基本方針として個別都市計画区域毎に

策定されたものの一つである。

三重県が平成２５年に変更し、公表した「津都市計画都市計画区域の

整備、開発及び保全の方針」では、都市施設の整備に関する主要な都市

計画の決定方針のうち、交通施設の都市計画の決定方針として、概ね１

０年以内に整備（着手を含む）を予定する主要な施設の一つとして、「種

別：道路、都市計画道路名：３・４・１４上浜元町線、路線名：一般県

道津久居線」が挙げられている。

 津市道路整備計画について 

津市が、合併前から事業を継続している路線や整備計画路線等につい
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て、効率的に投資効果の上がる道路整備を推進するとともに、幹線道路

等の整備を行う路線の整備箇所や時期を示すことで、これまで蓄積して

きた都市基盤を活用しつつ、効率的・効果的な基盤整備を進めるため、

「津市道路整備計画（以下、「整備計画」という。）」が平成２０年４

月に策定されている。整備計画は１０箇年計画であり、要整備路線３１

路線が市道整備路線として抽出されている。

平成２８年１月末現在での進捗状況は１３路線が着手、うち６路線が

完了しているものの、１８路線が未着手となっている。

なお、整備計画は計画期間の中間時期である平成２５年３月に見直し

が行われ、未着手路線１８路線の整備優先度を評価し、Ａ（評価順位１

位から５位の５路線）、Ｂ（評価順位６位から１０位の５路線）、Ｃ（そ

れ以外の８路線）の３段階にランク付けが行われている。

 上浜元町線について

  上浜元町線は津市上浜町六丁目から津市久居元町までを区域とする総

延長９，３８０ｍの路線であり、工区を分割して整備が行われている。

本件監査請求の対象となる観音寺町宅地造成工事区域が含まれる工区は

観音寺工区であり、見直し後の整備計画において路線名「都市計画道路

上浜元町線③」として要整備路線３１路線の一つとされているが、現時

点においては未着手である。なお、平成２５年３月に行われた未着手路

線の整備優先度評価では、最も優先度が高い整備優先度Ａに位置づけら

れ、未着手路線における整備優先度Ａ内での優先順位は第４位となって

いる。

 当該開発行為に係る開発許可について

当該開発行為は、平成２７年４月下旬から津市観音寺町地内の宅地造

成を目的とした開発行為に係る事前協議が開始され、同年７月３日付け

で都市計画法第３２条に基づく「公共施設管理者との協議申出書」が提

出されており、津市開発事業調整部会に付議され、同法第３２条の規定

による公共施設管理者との協議及び同法第３３条の規定による技術基準

に係る審査が行われている。同開発事業調整部会からは開発区域内に上

浜元町線の計画があることから「建築物の建築は極力、都市計画道路の

区域外で検討すること。止むを得ず都市計画道路の区域内で建築をする

場合は、都市計画法第５３条に基づく許可申請手続きをされるよう土地

購入者及び建築主に伝えること。」との条件や、地域への配慮として「防
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犯灯の設置について協議すること。」等の意見・条件が事業者へ提示され、

協議を重ねた結果、公共施設管理者の同意書（確認済書）が平成２７年

８月６日付けで交付されている。

当該同意書の交付に基づき、平成２７年８月７日付けで当該開発行為

に係る許可申請書が事業者から提出され、審査を経た後、津市より平成

２７年８月１２日付けで開発行為許可書が交付されている。

 見直し後の整備計画における対象路線の整備の考え方について

見直し後の整備計画においては、道路整備を行うに当たり、道路整備

費は先ず着手済み路線の残事業に配分され、未着手路線の新規事業化に

ついては、新規事業への充当可能額及び社会情勢を踏まえつつ、優先度

の高い路線から事業費・事業期間・事業環境を十分に考慮の上、選定し

順次事業着手することとされている。

 上浜元町線観音寺工区における用地買収について

  上浜元町線観音寺工区については、現時点では事業化の目途が立って

いないことを理由として、道路用地の先行取得は行われていない。

２ 結論  

   本件監査請求について、適法な監査請求であると認めることはできない

と判断した。 

したがって、請求人の主張については、監査の対象とすることはできな

い。 

３ 結論に至った理由

本件監査請求において、請求人は観音寺町宅地造成工事に係る開発行為

の許可について、その違法行為の是正のため、当該開発許可に関与した津

市長をはじめとする決裁権者、関与した責任者に対して、損害を賠償し、

市としての姿勢を正すことを請求している。 

ところで、地方自治法第２４２条第１項の規定に基づく監査請求は、地

方公共団体の長等について、違法若しくは不当な財務会計上の行為又は怠

る事実があると認めるときに、当該地方公共団体が被った財産上の損害を

是正し、又は損害を被ることを防止するため、当該地方公共団体の住民に

監査請求する権能を与え、もって地方財務行政の適正な運営を確保するこ

とを目的としたものである。このことから、監査請求の対象が財務会計上
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の行為又は怠る事実に限られることは、監査請求制度の趣旨に照らして明

らかである。

本件監査請求において、請求人が損害賠償の措置を求める前提の開発行

為の許可は都市計画法上の行政処分であり、財務会計上の行為にはあたら

ない。

以上の理由から、本件監査請求は、住民監査請求制度の趣旨及び目的に

照らし、適法なものであると認めることはできないものと判断した。

第４ 意見 

監査の結果、請求人の主張は認めることはできないものであったが、当該開

発行為に対し、請求人をはじめとする地元住民からはより詳細な説明を求める

など様々な要望が出されており、事業担当部局においては事業者とともにその

対応に努めていることが認められる。

事業担当部局においては、事業者に対し、当該開発行為の許可に付された条

件が遵守され、地元住民との間で問題が生じることのないよう指導を行うなど、

今後も適切な対応に努められるよう意見するものとする。

以上 
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